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証券コード 4574
2024年３月７日

(電子提供措置の開始日2024年３月６日)

株 主 各 位
大阪府吹田市内本町三丁目34番14号

大 幸 薬 品 株 式 会 社
代表取締役社長 柴 田 高

第78回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

この度発生した「令和６年能登半島地震」により被災された皆様に心よりお見舞

い申しあげますとともに、被災地の一日も早い復旧・復興をお祈り申しあげます。

さて、当社第78回定時株主総会を下記の通り開催致しますので、ご通知申しあげ

ます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下

記ウェブサイトに「第78回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲

載しております。

当社ウェブサイト https://www.seirogan.co.jp/ir/ir/meeting.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記のウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基

本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することが

できますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、３ペ

ージの「議決権行使についてのご案内」に従って、2024年３月27日（水曜日）午後５時30分まで

に議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記

１． 日 時 2024年３月28日（木曜日）午前10時

２． 場 所 大阪市西区西本町一丁目４番１号

オリックス本町ビル ３階「大会議室」

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３． 目的事項

報告事項 １． 第78期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の

件

２． 第78期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 資本金の額の減少の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙をご持参くださいますようお願い申

しあげます。
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲

載させていただきます。
また、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を

記載した書面をお送りしますが、当該書面には、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、下記
の事項を記載しておりません。従って、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及
び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表
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議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、行使くださいますようお願い申しあげます。

株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提示ください。

日時 2024年３月28日（木曜日）午前10時

郵送で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずに行使期限までに到

着するようご投函ください。

なお、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱い致

します。

行使期限 2024年３月27日（水曜日）午後５時30分到着分 まで

インターネットで議決権を行使される場合

スマートフォン、パソコン端末から「議決権行使ウェブサイト」にアクセスしていただき、画面

の案内に従って、行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

詳細は次ページの「インターネットによる議決権行使について」をご参照ください。

行使期限 2024年３月27日（水曜日）午後５時30分入力分 まで

■書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権

行使としてお取り扱い致します。また、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に

行使された内容を有効な議決権行使としてお取り扱い致します。

■インターネットに関する費用（接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。

■インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、ご利用いただけない場合があり

ます。
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議決権行使書
〇〇〇〇〇〇〇〇 御中

〇年〇月〇日

見本

見本 ｢次へすすむ｣を
クリック

｢ログイン｣をクリック

｢議決権行使コード｣を入力

｢初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください。

｢登録」をクリック

インターネットによる議決権行使について
（行使期限：２０２４年３月２７日（水曜日）午後５時３０分入力分まで）

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行

使ウェブサイトにログインすることができます。

❶議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを

読み取ってください。

❷以降は画面の案内に従って

賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが右記

の「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」により、議

決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」･「パスワード」を

入力してログイン、再度議決権行使をお願い致します。

※QRコードを再度読み取っていただくと、右記の議決権行使ウェブサイトにア

クセスできます。

※ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

❶議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

❷議決権行使書用紙の裏面左下に記載された

「議決権行使コード」をご入力ください。

❸議決権行使書用紙の裏面左下に記載された

「パスワード」をご入力ください。

❹以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に関す
るご不明な点につきましては、右記にお
問い合わせください。

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031
受付時間：午前９時～午後９時
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株主総会参考書類

第１号議案 資本金の額の減少の件

当社の今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第１項の規定に基

づき、資本金の額の減少を行いたいと存じます。なお、これにより減少する資本金の額と同額

が、その他資本剰余金に計上されます。

（１）減少する資本金の額

資本金の額2,297,716,880円のうち2,287,716,880円を減少して、その他資本剰余金に振り

替え、減少後の資本金の額を10,000,000円と致します。

（２）資本金の額の減少が効力を生ずる日

2024年５月31日（予定）
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（２名）は、本総会終結の時をもって任期満

了となります。つきましては、今後の経営体制の強化を図るため１名増員して取締役（監査等委

員である取締役を除く。）３名の選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次の通りであります。

なお、本議案に関しましては、代表取締役１名及び社外取締役２名で構成される任意の指名報

酬委員会の諮問を経ております。また、当社の監査等委員会は、全ての取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）候補者について適任であると判断しております。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

１

しば た ひとし

柴 田 仁

(1951年４月13日生)

1974年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社

3,274,816株

1977年５月 当社入社

1980年12月 取締役就任 社長室長兼電算室長

1986年４月 取締役副社長就任

1987年７月 代表取締役社長就任

2010年６月 代表取締役会長就任（現任）

（取締役候補者とした理由）

同氏は、1980年に取締役就任後、1987年から20数年に渡り代表取締役社長を務め、2010年からは代表取締役会

長として、当社経営の管理、監督を行うとともに、国内外における健康関連市場の拡大に尽力しております。

こうした同氏の実績と経験に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任をお願い

するものであります。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

２

しば た たかし

柴 田 高

(1956年７月22日生)

1981年５月 大阪大学医学部第２外科入局

3,294,439株

1981年６月 大阪府立千里救命救急センター（現大阪府済

生会千里病院千里救命救急センター）

1982年７月 市立吹田市民病院外科

1984年７月 大阪大学医学部第２外科

1987年６月 大阪府立成人病センター(現大阪国際がんセ

ンター）外科

1987年10月 大阪大学医学博士

1990年１月 市立豊中病院外科

1995年12月 同病院外科医長

1998年７月 同病院外科部長

1998年12月 当社取締役就任

2004年11月 取締役副社長就任

2006年３月 代表取締役副社長就任

2010年６月 代表取締役社長就任（現任）

（取締役候補者とした理由）

同氏は、2010年の当社代表取締役社長就任以降、大学との共同研究を含めた研究開発の強化や、感染管理事業

の発展に尽力し、当社グループ全体の企業価値向上に努めております。こうした同氏の実績と経験に基づき、

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任をお願いするものであります。

2024年02月29日 14時07分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



― 8 ―

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

３

はし もと まさ じ

橋 本 昌 司

(1967年７月14日生)

2000年４月 弁護士登録

長谷川俊明法律事務所入所

―

2004年４月 三井安田法律事務所入所

2004年12月 リンクレーターズ法律事務所（現外国法共同

事業法律事務所リンクレーターズ）入所

2006年４月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科

非常勤講師

2007年１月 Allen & Gledhill LLP

2007年12月 Linklaters LLP

2008年６月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ

入所

2009年６月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業（現

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所

2010年12月 同事務所パートナー

2020年６月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2024年２月 橋本総合法律事務所 代表（現任）

（重要な兼職の状況）

ＧＭＯリサーチ㈱ 社外取締役

アストマックス㈱ 社外取締役

東急不動産リート・マネジメント㈱コンプライアンス委員

会 外部委員

（取締役候補者とした理由）

同氏は、弁護士として豊富な法的知識と経験を有しており、また複数企業の社外取締役を務めております。こ

れまでも監査等委員として専門的見地から当社の経営に対し、的確な監査をしていただいております。こうし

た同氏の実績と経験に基づき、当社の再成長に向けて貢献いただけると確信し、当社の取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）として選任をお願いするものであります。

(注)１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．当社は取締役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を

締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就
任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定でありま
す。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つき

ましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次の通りであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

１

とみ なが とし ひで

富 永 俊 秀

(1957年８月３日生)

1980年４月 松下電器産業㈱（現パナソニックホールディングス㈱）

入社

―

2007年６月 パナソニックコミュニケーションズ㈱

（現パナソニックコネクト㈱） 取締役（ＣＦＯ）

2014年１月 パナソニックプレシジョンデバイス㈱

（現パナソニックホールディングス㈱）

代表取締役社長

2015年８月 パナソニックオートモーティブ＆インダストリアル

システムズヨーロッパ㈲（現パナソニックインダストリー

ヨーロッパ㈲） 副社長

2016年６月 パナソニックデバイスＳＵＮＸ㈱

代表取締役社長

2019年６月 パナソニック㈱（現パナソニックホールディングス㈱）

常任監査役

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）

同氏は、パナソニックグループ企業において、事業会社の再建及び事業拡大に尽力された後、パナソニックホ

ールディングス㈱において監査役として重要な役割を担われていました。豊富な知識と経験は、現場重視の姿

勢と現実に即したアプローチに根ざしております。これらの資質に基づき、同氏は当社の再成長に向けて貢献

いただけると確信しております。以上の理由から、当社の監査等委員である社外取締役として、その職務を適

切に果たすことができると判断し、ここに同氏の選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

２

ど い けん と

土 居 健 人

(1957年11月16日生）

1982年５月 日本ヴイックス㈱（現プロクター・アンド・

ギャンブル・ヘルスケア㈱）入社

―

1987年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ヘルスケア㈱

ブランドマネージャー

1992年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク

（現Ｐ＆Ｇジャパン合同会社） マーケティングマネージャー

1996年２月 プロクター・アンド・ギャンブル・チャイナ（Ｐ＆Ｇ中国）

リージョナル・マーケティングディレクター

1999年７月 プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー
グローバル・マーケティングディレクター

2001年10月 ボーダフォン・ジャパン㈱（現ソフトバンク㈱）

マーケティング・シニア・バイスプレジデント

常務執行役員

2004年11月 ㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

ホームエンタテインメント事業部 日本代表

マネージング・ディレクター

2007年８月 リーバイ・ストラウスジャパン㈱

代表取締役社長

2010年８月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱

代表取締役社長

2018年２月 ㈱オフィス・ケント・ドイ 代表取締役

2022年７月 ㈱刀 コンサルティング部門

シニア・エグゼクティブ・ディレクター

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）

同氏は、Ｐ＆Ｇグループにおいて、世界的な規模で消費財マーケティングに携わられた実績を有しており、そ

の後、アパレル・コンテンツ事業等多岐に渡る分野において企業経営の要職を歴任されております。同氏から

は、マーケティングに関する深い洞察に基づき、非常に有益な意見をいただけるものと確信しております。以

上の理由から、当社の監査等委員である社外取締役として、その職務を適切に果たすことができると判断し、

ここに同氏の選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

３

み わ てつ お

三 輪 哲 生

(1958年２月６日生）

1985年４月 武田薬品工業㈱入社

―

2003年10月 同社 医薬研究本部 薬物機能研究所長

2004年８月 同社 医薬研究本部 探索研究センター所長

2006年６月 同社 製品戦略部 主席部員

2008年７月 武田アメリカホールディングス Vice President

2009年４月 武田薬品工業㈱ CMC研究センター所長

2012年２月 大阪大学工学研究科 招へい教授

2012年11月 武田薬品工業㈱ 製薬本部長

2015年４月 同社 グローバル製薬サプライ日本・アジアヘッド

2018年８月 大塚製薬㈱ サプライチェーンプロジェクト

アドバイザー

2019年５月 同社 サプライチェーン部 顧問

2019年８月 Conant Advisory Group Japan合同会社 代表社員

（現任）

（重要な兼職の状況）

大塚製薬㈱ CMC本部・生産本部 顧問

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）

同氏は、武田薬品工業㈱において、研究開発部門の要職を担われた後、製造現場から医薬品のサプライチェー

ン管理に至るまでの幅広い業務を経験されております。同氏からは、これらの深い知識と経験に基づき、当社

の発展に対して重要かつ有益な助言をいただけるものと確信しております。以上の理由から、当社の監査等委

員である社外取締役として、その職務を適切に果たすことができると判断し、ここに同氏の選任をお願いする

ものであります。

(注)１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．各候補者はいずれも社外取締役候補者であります。
３．社外取締役候補者に関する事項
（１）責任限定契約

当社は、各候補者との間で会社法第427条第１項及び当社定款第27条の規定に基づき、同法第423
条第１項の責任を、同法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結する予定
であります。

（２）独立役員の届出
当社は、各候補者を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出
る予定であります。

４．当社は取締役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を
締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及
に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が社外取
締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定
であります。
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【ご参考】選任後の取締役会の構成とスキルマトリックス

第２号議案及び第３号議案が原案通り承認可決された場合、当社の取締役会の構成は以下の通りとなる予定で

す。

氏名 役職
企業経

営
R&D

営業・
マーケ
ティン
グ

財務会

計

法務・

リスク

マネジ

メント

医療業

界経験

品質・

薬事

グロー

バルビ

ジネス

製造

柴田 仁 代表取締役会長 ● ● ●

柴田 高 代表取締役社長 ● ● ●

橋本 昌司 専務取締役 ● ● ●

富永 俊秀

取締役

（独立社外）

監査等委員

● ● ●

土居 健人

取締役

（独立社外）

監査等委員

● ● ●

三輪 哲生

取締役

（独立社外）

監査等委員

● ● ● ● ●
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

2023年３月30日開催の第77回定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任され

た高谷康久氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、監査等委員である取

締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名

の選任をお願いするものであります。

なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議に

よりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次の通りであります。
ふ り が な

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

みや た とし お

宮 田 俊 男

(1975年10月19日生)

2003年５月 大阪大学医学部第１外科入局

―

2009年８月 厚生労働省医系技官

2014年４月 大阪大学医学部招聘教授

2020年10月 早稲田大学先端生命医科学センター教授(現任)

2022年５月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

（重要な兼職の状況）

㈱Medical Compass 代表取締役社長

医療法人社団DEN理事長

（補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）

同氏は、医師として豊富な医学知識と経験を有しており、また厚生労働省の医系技官として勤務した経歴から

厚生労働省とも関係が深く、豊富な行政経験もあります。さらに上場企業にて社外取締役を務めた経験もあ

り、これらの知識と経験に基づき、的確な監査をしていただくことができると判断し、補欠の監査等委員であ

る社外取締役として選任をお願いするものであります。

(注)１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．宮田俊男氏は補欠の社外取締役候補者であります。
３．社外取締役候補者に関する事項
（１）責任限定契約

宮田俊男氏が社外取締役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第１項及び当社定款第27
条の規定に基づき、同法第423条第１項の責任を、同法第425条第１項に定める最低責任限度額に
限定する契約を締結する予定であります。

（２）就任年数
宮田俊男氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社外取
締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年11カ月となります。

４．当社は取締役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を
締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及
に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、宮田俊男氏が社外
取締役に就任した場合は、同氏は当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新
する予定であります。

以 上
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事 業 報 告

(2023年１月１日から
2023年12月31日まで)

１．企業集団の現況
(1）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症（以下、コロナとい
う。）の５類感染症への移行によって社会経済活動が正常化に向かっており、景気は緩や
かな持ち直しの動きが見られておりますが、ウクライナ情勢の長期化に伴うエネルギー・
資源価格の高騰、継続的な物価上昇による消費の冷え込み等、依然として景気の見通しは
不透明な状況が続いております。

このような中、当社グループは医薬品事業において、市場への安定供給という課題に対
する取り組みを進めたものの、原料メーカー起因による一部製造ロットの自主回収や仕掛
品のロットアウトの発生、設備トラブルによる一時的な生産遅延が発生するなど、安定供
給の課題解消には至りませんでした。しかしながら、製造人員の増強やシフト生産体制の
構築、京都工場の医薬品ラインの立ち上げ等の増産施策に関する整備は着実に進捗したこ
とから、翌連結会計年度は製造品質を維持しつつ、供給体制の強化を図ってまいります。
また、感染管理事業では、二酸化塩素のエビデンス強化に係る研究開発を通じた製品訴求
力の向上や、「クレベリン 置き型」の除菌機能試験を再現した新ＣＭ「事実、クレベリ
ン。」篇の放映をするなど、消費者の皆様への信頼醸成に向けたマーケティング施策に取
り組んでまいりました。
これらの結果、当連結会計年度の売上高につきましては、主に医薬品事業の増収により、

対前期比21.4％増の6,120百万円となりました。売上総利益につきましては、医薬品事業
の増収影響や感染管理事業の棚卸資産廃棄損の減少等により対前期比139.0％増の2,577百
万円となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、感染管理事業のＣＭ放映等に伴う広告宣伝費の
増加はあったものの、前期から進めている構造改革によって在庫保管費用や人件費が減少
したほか、継続的なコスト削減施策の実行により対前期比13.8％減少し3,583百万円とな
りました。
これらの結果、当連結会計年度の営業損失は1,005百万円（前期は3,079百万円の営業損

失）、経常損失は1,248百万円（前期は3,352百万円の経常損失）となりました。特別利益
につきましては、当社の出資先であるクオリプス株式会社が2023年６月27日東証グロース
市場へ上場し、保有株式の一部を売却したことから投資有価証券売却益221百万円を計上
したほか、一部土地の売却に伴う固定資産売却益76百万円を計上しております。特別損失
につきましては、茨木工場の固定費負担軽減に向け転貸契約を締結したことから、転貸損
失引当金繰入額77百万円を計上しております。また、当社の固定資産について減損会計を
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適用し、減損損失2,502百万円を計上致しました。その結果、親会社株主に帰属する当期
純損失につきましては3,611百万円（前期は4,895百万円の親会社株主に帰属する当期純損
失）となりました。

セグメント別の経営成績につきましては以下の通りであります。
（医薬品事業）

医薬品事業につきましては、国内の止瀉薬市場（2023年12月累計）が対前期比で113.3
％となり、コロナの影響から回復し、コロナ前の水準を上回ってきております。堅調な需
要に対し、シフト生産体制による操業時間拡大等の取り組みが進捗した一方で、原料の製
造メーカーにおいて製造方法の承認書からの逸脱が判明し、一部製造ロットの自主回収や
仕掛品のロットアウトが発生するなど、供給課題は依然解消には至らず、出荷制限をしな
がらの販売が継続致しました。製品関連では「ラッパのマークの正露丸」シリーズの液体
カプセルタイプ「正露丸クイックＣ」のリニューアルを７月に行うとともに、「ラッパ整
腸薬ＢＦ」も10月にリニューアルし、ＳＮＳやＷＥＢでのマーケティングを強化したこと
で販売は好調に推移致しました。この結果、国内向けの売上高につきましては、対前期比
32.0％増の3,336百万円となりました。海外向けにつきましては、国内市場との生産調整
によって遅れていた供給を一部再開できたことや、出荷価格の見直しによる値上げ影響等
により香港や中国、台湾といった主要市場で大幅な増収となったことから、対前期比68.5
％増の1,849百万円となりました。

これらの結果、医薬品事業につきましては、対前期比43.1％増の5,185百万円の売上高
となりました。また、セグメント利益につきましては、主に増収影響やコスト削減等によ
り、対前期比307.2％増の1,212百万円となりました。

（感染管理事業）

感染管理事業につきましては、ドラッグストア等の販売店における通年商品化に向けた

営業活動強化に加え、「クレベリン 置き型３個入り」や「クレベリンスプレー250ml」を

新たに発売し、秋冬の需要期に向けた店頭展開強化を図ってまいりました。また、「クレ

ベリン 置き型」の除菌機能試験を再現した新ＣＭ「事実、クレベリン。」篇の放映をす

るなど、消費者の皆様への理解促進に向けたマーケティングの強化を図ってまいりまし

た。当社のシェアは回復しているものの、市場需要は引き続き低水準で推移しており、売

上高は対前期比34.0％減の929百万円となりました。また、セグメント損失につきまして

は、棚卸資産廃棄損等の減少や各種費用の抑制により対前期比で987百万円改善し1,192百

万円となりました。
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（その他事業）

その他事業につきましては、主に木酢液を配合した入浴液や園芸用木酢液等の製造販売

を行っております。売上高は５百万円、セグメント損失は28百万円となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施致しました当社グループの設備投資の総額は258百万円

であります。その主なものは、工場等の追加の原状回復工事費用や医薬品事業における製

造設備の更新等によるものであります。

③ 資金調達の状況

当社グループの所要資金につきましては、資金調達の機動的かつ安定的な運転資金の確

保を目的として、取引銀行１行と500百万円の当座貸越契約及び取引銀行４行と3,000百万

円のシンジケーション方式コミットメントライン契約を締結しております。

(2）財産及び損益の状況

区 分
第 75 期

(2020年12月期)
第 76 期

(2021年12月期)
第 77 期

(2022年12月期)

第 78 期
(当連結会計年度)
(2023年12月期)

売 上 高 (百万円) 17,582 11,299 5,040 6,120

経常利益又は経常損失(△) (百万円) 5,454 △6,131 △3,352 △1,248

親会社株主に帰属する
当期純利益又は当期純
損失(△)

(百万円) 3,851 △9,594 △4,895 △3,611

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失(△)

(円) 89.18 △220.52 △112.26 △76.25

総 資 産 (百万円) 31,757 22,535 15,046 13,220

純 資 産 (百万円) 22,781 12,807 8,044 6,739

１株当たり純資産額 (円) 525.83 293.88 184.60 134.93

(注) １．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)は、自己株式を控除した期中平均発行済株式
総数により、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しており
ます。

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)及び１株当たり純資産額は、表示単位未満の
端数を四捨五入して表示しております。

３．第75期は決算期変更となり、当社並びに３月決算であった連結子会社は９ヵ月（2020年４月１日～
2020年12月31日）、12月決算の連結子会社は12ヵ月（2020年１月１日～2020年12月31日）を連結対象
期間とする変則決算となっております。
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４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第77期の期首から適用
しており、第77期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっており
ます。

(3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
出 資 比 率
（％）

主 要 な 事 業 内 容

大 幸 Ｔ Ｅ Ｃ
株 式 会 社

２百万円 100.0

医薬品事業、その他事業
・「正露丸」及び「セイロガン糖衣Ａ」等原料の日局木
クレオソートの精製

・木酢関連製品の製造

大幸薬品インターナショナル
株 式 会 社

50百万円 100.0
感染管理事業
・海外市場の新規開拓等

大 幸 薬 品
(亞 洲 太 平 洋)
有 限 公 司

５百万HKドル 100.0
医薬品事業、感染管理事業
・「正露丸」、「セイロガン糖衣Ａ」、衛生管理製品等の販
売

大 幸 環 保 科 技
(上海) 有 限 公 司

１百万USドル 100.0
感染管理事業
・衛生管理製品の販売

台 湾 大 幸 薬 品
股 份 有 限 公 司

70百万TWドル 100.0
感染管理事業
・衛生管理製品の販売

大幸薬品（深圳）
有 限 公 司

３百万CNY 100.0
感染管理事業
・海外市場向け衛生管理製品の販売事務委託

(注) 大幸薬品インターナショナル株式会社は、2023年３月31日開催の同社の株主総会において清算すること

を決議し、現在清算手続き中であります。

(4）対処すべき課題

① 医薬品事業

国内市場においては、人口の高齢化等に伴う医療費の高騰が社会問題化する中で、セルフ

ケアとしてのセルフメディケーションの推進により、一般用医薬品の市場はさらに拡大する

ものと予測されます。当社の主力製品「正露丸」が属する止瀉薬市場は、新型コロナウイル

ス感染症の影響から回復し、堅調な推移となっております。高まる市場需要を背景に供給体
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制の強化に努めているものの、当該需要に応えることができず、一部で店頭欠品が発生する

等、安定供給が喫緊の課題となっております。

このような中、吹田工場を中心に適切な増産体制を構築するとともに、京都工場・研究開

発センターにおける医薬品生産ラインの立ち上げを進めてまいります。

また、「正露丸」シリーズの液体カプセルタイプ「正露丸クイックＣ」においては、2023

年７月のリニューアル以降、若年層向けのＷＥＢマーケティングを強化したことにより販売

が伸長しており、引き続き若年層を中心とした新規ユーザーの獲得とラッパブランド全体の

強化を図ってまいります。

海外市場においては、特に当社グループの主要市場である中国本土、香港、台湾を含むア

ジア地域で高い評価を頂いており、需要拡大の期待が持たれます。引き続き、現地の販売代

理店と連携を強化し、営業・マーケティング体制を整備し、国内で蓄積した経験・ノウハウ

等を活かしながら、主力製品「正露丸」、「セイロガン糖衣Ａ」の販売を強化してまいりま

す。

② 感染管理事業

感染管理事業においては、「クレベリン」の主成分である二酸化塩素の有効性や安全性に

関するエビデンス強化によって信頼回復に取り組んでまいりますが、「クレベリン」の属す

る除菌市場は売上予測が難しい状況が続いていることから、広告宣伝費等のコストコントロ

ールを強化することにより、収益性の改善を目指してまいります。

③ 財務体質の改善、資金繰り

当連結会計年度に発行した行使価額修正条項付第10回新株予約権の行使や、保有資産の売

却等によって財務体質の改善は進んでおります。医薬品事業及び感染管理事業における採算

性の改善に加え、事業規模のスリム化等を通じて固定費の圧縮を図り、収益体質の強化を目

指すとともに、更なる財務体質の改善に努めてまいります。

④ 継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度から業績状況は着実に改善しているものの、感染管理事

業における需要の減少によって３期連続の営業損失及び経常損失を計上するに至ったことか

ら、前連結会計年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況が存在しておりますが、当連結会計年度末において現金及び預金5,484百万円を保有して

おり、コミットメントライン契約による追加の資金調達余力もあることから、事業運営に必

要な資金については確保していると判断しております。また、当社グループでは、当該事象

又は状況の解消に向けて、以下の対応策を実施することにより収益性の向上に取り組んでま

いります。
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① 医薬品事業の安定した収益の獲得

堅調な需要状況に対し、当連結会計年度に整備を進めてきたシフト生産体制や京都工場

の医薬品ラインの立ち上げ等の施策を本格的な実行フェーズへ進展させ、市場への安定供

給を行うとともに、出荷価格の見直しによる適正利益の確保によって安定した収益の獲得

を目指してまいります。

② 感染管理事業の収益性改善

感染管理事業においては、「クレベリン」の主成分である二酸化塩素の有効性や安全性

に関するエビデンス強化によって信頼回復に取り組んでまいりますが、「クレベリン」の

属する除菌市場は売上予測が難しい状況が続いていることから、広告宣伝費等のコストコ

ントロールを強化することにより、収益性の改善を目指してまいります。

③ コスト削減

茨木工場の転貸やオフィススペースの縮小等により引き続き固定費の圧縮を図るととも

に、販売費及び一般管理費の効率化及びコストコントロールを強化することにより、収益

性の改善に取り組んでまいります。

以上のことから、現時点で当社グループにおいて継続企業の前提に関する重要な不確実性

は認められないものと判断しております。
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(5）主要な事業内容（2023年12月31日現在）

事 業 区 分 主 な 製 商 品

医 薬 品 事 業 胃腸薬「正露丸」、「セイロガン糖衣Ａ」、「正露丸クイックＣ」

感 染 管 理 事 業 衛生管理製品「クレベリン」、「クレベ＆アンド」

そ の 他 事 業 木酢関連製品

(6）主要な事業所等（2023年12月31日現在）

① 当社の主要な事業所及び工場

本 社 大阪市西区

吹 田 工 場 大阪府吹田市

京 都 工 場 ・ 研 究 開 発 セ ン タ ー 京都府相楽郡

小 国 工 場 山形県西置賜郡

東 京 オ フ ィ ス 東京都港区

② 主要な子会社の事業所

大 幸 Ｔ Ｅ Ｃ 株 式 会 社 山形県西置賜郡

大 幸 薬 品 イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 株 式 会 社 大阪市西区

大 幸 薬 品 （亞 洲 太 平 洋） 有 限 公 司 中国 香港

大 幸 環 保 科 技 （上 海） 有 限 公 司 中国 上海

台 湾 大 幸 薬 品 股 份 有 限 公 司 台湾 台北

大 幸 薬 品 （深 圳） 有 限 公 司 中国 深圳

(注) 大幸薬品インターナショナル株式会社は、2023年３月31日開催の同社の株主総会において清算すること

を決議し、現在清算手続き中であります。
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(7）使用人の状況（2023年12月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

医 薬 品 事 業 127 (７）名 18名増 (４名減）

感 染 管 理 事 業 57 (５）名 19名減 (３名減）

そ の 他 事 業 － (－）名 － ( － ）

全 社（共通） 24 (３）名 １名減 ( － ）

合 計 208 (15）名 ２名減 (７名減）

(注) １．使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グルー

プへの出向者を含む。）であり、臨時使用人数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）

は、（ ）外数で記載しております。なお、臨時使用人につきましては、年間総労働時間を１日８時

間で人数の換算をしております。

２．全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門等に所属する

使用人であります。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

178（15）名 ３名増（７名減） 42.1歳 10.0年

(注) 使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨

時使用人数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、（ ）外数で記載しております。

なお、臨時使用人につきましては、年間総労働時間を１日８時間で人数の換算をしております。

(8）主要な借入先の状況（2023年12月31日現在）

借 入 先 借 入 残 高

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,033百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 620百万円

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 550百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 516百万円

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 486百万円
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(9）その他企業集団の現況に関する重要な事項

記載すべき事項はありません。

２．会社の現況
(1）株式の状況（2023年12月31日現在）

① 発行可能株式総数 153,072,000株

② 発行済株式の総数 50,436,900株（自己株式487,124株を含む）
③ 株主数 17,563名
④ 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

ＲＯＹＡＬ ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＡＮＡＤＡ
ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＢＲＡＮＣＨ-ＣＬ
ＩＥＮＴ’Ｓ Ａ／Ｃ

3,903,065 7.81

柴 田 高 3,294,439 6.60

柴 田 仁 3,274,816 6.56

ＮＯＭＵＲＡ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＬＩＭＩＴＥＤ
ＣＵＳＴＯＭＥＲ ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ Ａ／Ｃ ＦＪ－１３０９

3,185,900 6.38

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行
株 式 会 社 （信 託 口）

3,024,400 6.05

ＵＢＳ ＡＧ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ 2,462,700 4.93

柴 田 晃 宏 1,897,047 3.80

ア ー ス 製 薬 株 式 会 社 1,311,400 2.63

興 和 株 式 会 社 1,308,000 2.62

柴 田 航 1,213,347 2.43

(注)１．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
２．2021年７月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、サイノーリッ

チーズリミテッド（SINO RICHES LIMITED）が2021年２月18日現在で以下の株式を所有している旨が
記載されているものの、当社として2023年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができません
ので、上記大株主には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りであります。

氏名又は名称 保有株券等の数 株券等保有割合

株 ％

サ イ ノ ー リ ッ チ ー ズ リ ミ テ ッ ド
（ＳＩＮＯ ＲＩＣＨＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ）

2,065,800 4.69
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３．2019年６月３日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三菱ＵＦＪ信
託銀行株式会社及びその共同保有者１社が2019年５月27日現在でそれぞれ以下の株式を所有している
旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができま
せんので、上記大株主には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りであります。

氏名又は名称 保有株券等の数 株券等保有割合

株 ％

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 409,200 2.85

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社 159,100 1.11

４．2021年９月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、韓保維が2021
年９月６日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日
現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りであります。

氏名又は名称 保有株券等の数 株券等保有割合

株 ％

韓 保 維 3,339,045 7.59

５．2023年10月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式
会社及びその共同保有者２社が2023年10月13日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載さ
れているものの、当社として2023年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、
上記大株主には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りであります。

氏名又は名称 保有株券等の数 株券等保有割合

株 ％

野 村 證 券 株 式 会 社 699,700 1.38

ノムラ インターナショナル ピーエルシー
（ＮＯＭＵＲＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ）

207,012 0.41

野村アセットマネジメント株式会社 1,128,900 2.25

６．2023年８月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、キングワールドメディスン
ズヘルスマネジメントリミテッドが2023年８月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されて
いるものの、当社として2023年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記
大株主には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次の通りであります。

氏名又は名称 保有株券等の数 株券等保有割合

株 ％

キ ン グ ワ ー ル ド メ デ ィ ス ン ズ
ヘルス マネジメント リミテッド

3,185,900 6.42
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⑤当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況

当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次の通りです。

区分 株式数 交付対象者数

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 65,445株 ２名

（注）１. 監査等委員である取締役及び社外取締役に対し、株式の交付は行っておりません。
２. 上記のほか、使用人11名に対して譲渡制限付株式12,039株を付与しております。

(2）新株予約権の状況

2023年３月１日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

新株予約権の総数 65,000個

新株予約権の目的である株式の種類と数
普通株式 6,500,000株

(新株予約権１個につき100株)

新株予約権の払込金額 新株予約権１個あたり200円

新株予約権の払込期日 2023年３月20日

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 １株につき 427円

新株予約権の行使期間 自 2023年３月22日 至 2026年３月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合における
増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加
する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるとこ
ろに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗
じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場
合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資
本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資
本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできないものとする。

割当先 野村證券株式会社に対する第三者割当方式
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(3）会社役員の状況

① 取締役の状況（2023年12月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 柴 田 仁

代 表 取 締 役 社 長 柴 田 高

取締役（選定監査等委員） 橋 本 昌 司

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー
ＧＭＯリサーチ株式会社社外取締役
アストマックス株式会社社外取締役
東急不動産リート・マネジメント株式会社コンプラ
イアンス委員会外部委員

取締役（選定監査等委員） 二 木 芳 人 昭和大学医学部客員教授

取締役（選定監査等委員） 宮 田 俊 男
株式会社Medical Compass代表取締役社長
医療法人社団DEN理事長

(注) １．取締役（選定監査等委員）橋本昌司氏、取締役（選定監査等委員）二木芳人氏及び取締役（選定監

査等委員）宮田俊男氏は、社外取締役であります。

２．当社は、取締役（選定監査等委員）橋本昌司氏及び取締役（選定監査等委員）二木芳人氏を株式会

社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして、監査等委員会事務局を設置し、重要会議への

出席を通じて情報収集を行うほか、内部統制システムを通じた組織的監査を実施することにより監

査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

② 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項及び当社定款第27条の規定に基づき、取締役（選定監査

等委員）橋本昌司氏、取締役(選定監査等委員)二木芳人氏及び取締役（選定監査等委員）

宮田俊男氏との間で、同法第423条第１項の責任を、同法第425条第１項に定める最低責

任限度額に限定する契約を締結しております。
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③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社の取締役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（会社法第430条の３

第１項に規定する内容の保険契約）を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損

害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴

訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の保

険料は全額当社が負担しており、当該保険契約は2025年３月に更新する予定であります。

④ 取締役の報酬等

イ.取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を

除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個

人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役

会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うもの

であると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。

a.基本方針（基本報酬の額、業績連動報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合の

決定に関する方針を含む）

固定報酬の額については、取締役会による決議に基づき、代表取締役社長柴田高に個

別報酬額の決定が一任されており、以下に記載の株主総会における取締役（監査等委員

である取締役を除く。）の報酬等限度額の範囲内で、個々の取締役（監査等委員である

取締役を除く。）の各職位とその責任範囲、在任年数等に応じて、当社における業績や

市場データにて取得した他社の水準等も考慮しながら、これらを総合的に勘案して、個

別の報酬額を決定しております。

業績連動賞与については、連結財務諸表の売上高、業績連動賞与の算定に用いる営業

利益、業績連動賞与の算定に用いる自己資本利益率を評価指標とし、これらの指標の目

標達成率に基づき評価を決定し、その評価に応じた賞与支給率を各取締役（監査等委員

である取締役を除く。）の年間の報酬（以下「現金報酬」という。）額に乗ずることによ

って、個別の賞与額を決定しております。上記評価指標を採用した理由については、業

績連動賞与のインセンティブとしての機能をより高めるとともに、客観的にも明確な指

標を採用することで、業績連動賞与の決定における透明性を高めるためであります。
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また、上記の報酬制度とは別に、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価

上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2020年度よ

り取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して当社普通株式を

割り当てることを内容とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、常勤・非常勤の別、監査業務

の分担等を考慮し、監査等委員会において決定しております。

b.業績連動報酬等の個人別の報酬の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条

件の決定に関する方針を含む）

業績連動賞与の支給は、上記業績連動賞与に係る評価指標の対象決算期に係る株主総

会終結時まで、対象取締役が在任していることを条件としております。

株式報酬の付与は、業績連動賞与に係る評価指標の対象決算期に係る株主総会におい

て、対象取締役が再任されることを条件としております。

業績連動賞与の支給及び株式報酬の付与は、業績連動賞与に係る評価指標の対象決算

期に係る株主総会の翌月に行うものとします。

c.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決

定に関する方針を含む）

業績連動賞与及び株式報酬以外の固定の金銭報酬である現金報酬については、その任

期中、毎月定額を支給するものとしております。

d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

業績連動賞与及び株式報酬以外の個人別の現金報酬額については、取締役会による決

議に基づき、代表取締役社長柴田高に個別の現金報酬額の決定を一任するものとし、株

主総会において承認された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等限度額

の範囲内で、個々の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の各職位とその責任範

囲、在任年数等に応じて、当社における業績や市場データにて取得した他社の水準等も

考慮しながら、これらを総合的に勘案して、個別の現金報酬額を決定しております。上

記一任をした理由は、上記考慮要素を勘案しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締

役社長が適していると判断したためであります。
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ロ.当事業年度に係る報酬等の総額

区 分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額（百万円）
員数
（名）固定報酬 業績連動報酬等

譲渡制限付
株式報酬

取締役(監査等委員である取締役を除く。)
( う ち 社 外 取 締 役 )

44
(－)

20
(－)

－
（－）

24
（－）

２
(－)

取締役(監査等委員)
( う ち 社 外 取 締 役 )

24
(24)

24
(24)

－
（－）

－
（－）

３
(３)

合 計
( う ち 社 外 役 員 )

68
(24)

44
(24)

－
（－）

24
（－）

５
(３)

(注) １．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与
は含まれておりません。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の限度額は、2018年６月28日開催の第72回定時
株主総会において、年額600百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいてお
ります。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は２名で
す。また、2020年６月26日開催の第74回定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、取締役
（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額
として年額350百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査
等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は３名です。

３．取締役(監査等委員)の報酬等の限度額は、2018年６月28日開催の第72回定時株主総会において、年
額70百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員)の
員数は３名（うち、社外取締役は２名）です。

４. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の総額には、取締役（監査等委員である取締役
を除く。）２名に付与した譲渡制限付株式に係る費用24百万円を含んでおります。

⑤ 社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関

係

取締役（選定監査等委員）橋本昌司氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業のパ

ートナーを、取締役（選定監査等委員）宮田俊男氏は、株式会社Medical Compass代

表取締役社長及び医療法人社団DEN理事長を兼務しております。なお、当社と同事務

所、同会社及び同団体との間に特別の関係はありません。

ロ．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関

係

取締役（選定監査等委員）橋本昌司氏はＧＭＯリサーチ株式会社及びアストマックス

株式会社の社外取締役、東急不動産リート・マネジメント株式会社コンプライアンス

委員会外部委員を兼務しております。なお、当社と当該三社との間には特別の関係は

ありません。
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ハ．当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は業務執行者でない役員との親族関係

該当事項はありません。

ニ．当事業年度における主な活動状況

活 動 状 況

取締役
（選定監査等委員）

橋 本 昌 司

当事業年度中に開催された取締役会20回全て及び監査等委員会16回全てに
出席され、それらにおいて、当社のリスク管理体制等について重要な意見
等を発言されており、多数の企業の社外取締役等を兼務されている見地か
ら、的確な監査を行うなど、当社の監査等委員である社外取締役として期
待される役割を十分に果たしております。また、指名報酬委員会の委員長
として、客観的立場から公平性、透明性のある委員会運営に貢献しまし
た。

取締役
（選定監査等委員）

二 木 芳 人

当事業年度中に開催された取締役会全20回のうち19回及び監査等委員会
16回のうち15回に出席され、感染症学の専門家としての見地から、それら
において、重要な意見等を発言されており、特に感染管理事業について専
門的な立場から監督、助言等を行うなど、当社の監査等委員である社外取
締役として期待される役割を十分に果たしております。

取締役
（選定監査等委員）

宮 田 俊 男

当事業年度中に開催された取締役会全20回のうち19回及び監査等委員会
16回全てに出席され、それらにおいて、豊富な行政経験等の見地から、重
要な意見等を発言されており、上場企業の社外取締役を兼務された見地か
らも、的確な監査を行うなど、当社の監査等委員である社外取締役として
期待される役割を十分に果たしております。

(4）会計監査人の状況

① 名称 有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 40百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 40百万円

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会
計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根
拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、審議した結果、これらについて適切である
と判断したため、上記の金額に同意致しました。

３．当社の海外子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国における当該資格に
相当する資格を有するもの）の監査を受けております。

４．上記の他、前事業年度の監査に係る追加報酬３百万円支払っております。
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③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性及び信頼性その他職務の

遂行に関する状況等を勘案し、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認

められる場合、又は監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判

断される場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を

決定致します。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。こ

の場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におき

まして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。

(5）業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社グル

ープの業務の適正を確保するための体制についての決定内容及び運用状況の概要は以下の通

りであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．当社は「自立・共生・創造を基本理念とし、世界のお客様に健康という大きな幸せを

提供する」という「企業理念」を制定し、代表取締役が繰り返しその精神を取締役及

び使用人に伝えることに加え、社内報等による繰り返しの啓蒙活動により、法令遵守

及び倫理観をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底します。

ロ．取締役会を原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、

経営の方針・計画や重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役から定期的に、ま

た必要に応じて、業務執行状況の報告を受け、取締役の職務執行を監督します。

ハ．取締役会の補足機関として、取締役並びに各部門の責任者で構成される経営会議を週

１回開催しており、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について討議と決

議を行っております。

ニ．代表取締役社長直轄下に「内部監査室」を設置し、選定監査等委員である取締役（以

下「監査等委員」という。）とも協議のうえ、定期的に各部門の内部監査を実施して

おります。その他緊急を要する事項等については、その都度機動的に対応しておりま

す。
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ホ．代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会にて、グループ内のリスク

の把握、最適なリスク管理体制の立案、推進を図り、全社横断的なコンプライアンス

体制を整備することにより、グループ内リスクの低減及びその適切な対応を図りま

す。

ヘ．当社グループの取締役及び使用人は、コンプライアンス上の問題を発見した場合はす

みやかにリスクマネジメント委員会に報告することとしております。このほか、コン

プライアンスに関するホットラインとして内部通報制度を設け、社内窓口をリスクマ

ネジメント委員会、社外窓口を弁護士事務所として、コンプライアンスに関する情報

の確保に努めております。リスクマネジメント委員会は、必要に応じて関係各部署の

協力のもと、その通報内容を調査し、適宜、すみやかに是正措置及び再発防止策を講

じるとともに、必要な場合には関係者への処分を行います。

ト．使用人の法令又は定款違反行為については、人事部門責任者が懲戒委員会に処分を求

めることとし、取締役の法令又は定款違反行為については、取締役間で相互に監督す

るとともに、各取締役が適宜、取締役会に具体的な処分を具申することとしておりま

す。

チ．当社は、反社会的勢力に対して、「リスクマネジメント規程」に基づき、一切の取引

を行わないことを基本方針としております。また、対応統括部署を設置し、反社会的

勢力からの不当要求等が発生した場合には、すみやかに取締役会等に報告する体制を

整備しております。さらに、それらに関する情報収集や不当要求に迅速に対応すべ

く、所轄の警察署、企業防衛対策協議会、弁護士等との連携を積極的に図っておりま

す。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社規程に従い、株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録等の取締役の職務

執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存するものとしております。取締役

は、これらの文書又は電磁的媒体を閲覧できるものとしております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス、災害、品質及び情報セキュリティに係るリスクについては、それぞ

れの担当部門において、規則及びガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成及

び配布等を行うものとしております。そして、組織横断的なリスク状況の監視及び全社対

応は、リスクマネジメント委員会にて行うものとします。また、新たに生じたリスクにつ

いてはリスクマネジメント委員会においてすみやかに担当部門及び対応責任者を定めるも

のとします。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．取締役会は、企業理念をベースに毎年策定される年度計画及び中期経営計画に定めら

れた経営目標通りに職務の執行が進められているか否かを、業績報告を通じ定期的に

検査するものとします。

ロ．取締役の業務執行については、取締役会規程により定められている事項及びその付議

基準に該当する事項はすべて取締役会に付議することを遵守し、その際には、原則と

して事前に議題に関する十分な資料が全取締役に配布される体制をとるものとしま

す。

ハ．日常の業務執行に際しては、職務権限規程及び組織・分掌業務規程等に基づき権限の

委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り職務を執行することとしま

す。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

イ．代表取締役、業務執行を担当する取締役は、それぞれの職務分掌に従い、グループ各

社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導するものとします。

ロ．当社は、関係会社管理規程に基づき、グループ各社における事業の経過、財産の状況

及びその他の重要な事項について、当社への報告を行うことを義務付けております。

ハ．グループ各社における業務執行に際しては、グループ各社の職務権限規程等に基づき

権限の委譲が行われ、グループ各社における各レベルの責任者が意思決定ルールに則

り職務を執行することとします。

ニ．内部監査室は、グループ各社における内部監査を実施又は統括し、グループ各社の業

務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を検証するものとします。また、内部監査

の年次計画、実施状況及びその結果は、代表取締役社長に報告されるとともに、その

重要度に応じて当社の取締役会等の所定の機関に報告されるものとしております。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する事項、その使用人の取締役（監査等委員を除く。以下、同じ）からの独立性

に関する事項及び同使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

イ．当社は、監査等委員会からの要請があったときは、直ちに、監査業務に必要な事項を

命令できる使用人を配置するものとします。

ロ．当該使用人は、その命令を受けた事項に関して、取締役及び他の管理者の指揮命令は

受けないものとします。

ハ．当該使用人の人事異動（異動先を含む）、人事評価、懲戒処分に関しては、事前に監

査等委員会の同意を得るものとします。
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⑦ 当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査

等委員会への報告に関する体制

イ．当社グループは、監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会に報告すべき事項を定め

るものとしておりますが、その報告すべき事項には以下の事項を含むこととします。

・経営会議で決議された事項

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項

・重大な法令又は定款違反

・リスクマネジメント委員会に対する報告又は内部通報の状況

・その他コンプライアンス上重要な情報

ロ．監査等委員会は、職務執行に必要と判断した場合には、上記以外でも当社グループの

取締役又は使用人に報告を求めることができることとします。

ハ．前２号に従い報告を行った当社グループの取締役又は使用人は、当該報告をしたこと

を理由として不利な取り扱いを受けないものとします。

⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査等委員会は、代表取締役その他の取締役との間で定期及び非定期に会合を持ち、

会社の経営実態、問題点、課題等の情報共有を図るものとしております。

ロ．取締役及び使用人は、監査等委員会の監査が実効的に行われるために、必要に応じ

て、監査等委員会の監査に協力するものとしております。

ハ．監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い又は償還等の請求

をしたときは、当該請求に係る費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと

認められた場合を除き、すみやかに当該費用等を処理するものとします。

⑨ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

イ．取締役会による監督体制

当社では、当事業年度において、取締役会を計20回開催し、重要な業務執行の意思決

定を行いました。また、各取締役から月次での業績報告等を受けることにより、各取

締役の職務執行を監督しました。
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ロ．コンプライアンス体制

内部通報制度の認知を図るため、当社グループの全従業員に対し同制度の周知を行い

ました。

ハ．内部監査体制

内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、

当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を検証のうえ、重大な問

題が発生していない旨、経営会議及び監査等委員会に報告しました。

ニ．リスク管理体制

当社では、リスクマネジメント委員会を、四半期に１回程度、開催するものとし、同

委員会では、当社グループにおけるリスクの共有と対応策の策定、対応策の進捗状況

の確認等により、当社グループ内の予見できるリスクと顕在化したリスクへの対応を

行いました。

ホ．グループ管理体制

当社グループにおいて、グループ各社は、関係会社管理規程に基づき、各社における

事業の経過、財産の状況及びその他の重要な事項について、当社への報告を行いまし

た。

ヘ．監査等委員会の監査体制

監査等委員会は、取締役会への出席並びに選定監査等委員による経営会議及びその他

の重要会議への出席、さらに代表取締役その他の取締役との間での会合を通じ、当社

の課題等の情報共有、及び課題解決のための助言を行いました。また、監査等委員会

は、会計監査人及び内部監査室等の内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情

報交換を実施することで当社グループの内部統制システム全般をモニタリングすると

ともに、より効率的な運用について助言を行いました。なお、当社では、監査等委員

会からの要請に基づき、監査業務に必要な事項を命令できる使用人２名を配置してお

ります。

(6）会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

(注) 本事業報告中の記載金額は特段の注記がない限り、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しておりま

す。また、比率は表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2023年12月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 9,109 流 動 負 債 3,046

現 金 及 び 預 金 5,484 支払手形及び買掛金 375

受取手形及び売掛金 1,985 １年内返済予定の長期借入金 1,206

商 品 及 び 製 品 421 リ ー ス 債 務 27

仕 掛 品 387 未 払 金 740

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 565 未 払 法 人 税 等 42

そ の 他 264 返 金 負 債 72

固 定 資 産 4,111 賞 与 引 当 金 75

有 形 固 定 資 産 3,581 転 貸 損 失 引 当 金 48

建 物 及 び 構 築 物 1,025 資 産 除 去 債 務 203

機械装置及び運搬具 826 そ の 他 254

土 地 1,675 固 定 負 債 3,433

リ ー ス 資 産 26 長 期 借 入 金 1,999

建 設 仮 勘 定 2 リ ー ス 債 務 22

そ の 他 23 長 期 未 払 金 549

無 形 固 定 資 産 1 転 貸 損 失 引 当 金 28

投 資 そ の 他 の 資 産 527 退職給付に係る負債 624

投 資 有 価 証 券 236 資 産 除 去 債 務 20

繰 延 税 金 資 産 1 繰 延 税 金 負 債 188

そ の 他 290 負 債 合 計 6,480

純 資 産 の 部

株 主 資 本 6,284

資 本 金 2,267

資 本 剰 余 金 2,689

利 益 剰 余 金 1,628

自 己 株 式 △300

その他の包括利益累計額 454

その他有価証券評価差額金 91

為 替 換 算 調 整 勘 定 363

新 株 予 約 権 0

純 資 産 合 計 6,739

資 産 合 計 13,220 負 債 純 資 産 合 計 13,220

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2024年02月29日 14時07分 $FOLDER; 35ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



― 36 ―

連 結 損 益 計 算 書

(2023年１月１日から
2023年12月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 6,120

売 上 原 価 3,543

売 上 総 利 益 2,577

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,583

営 業 損 失 （△） △1,005

営 業 外 収 益

受 取 利 息 25

為 替 差 益 31

原 状 回 復 負 担 金 等 収 入 9

そ の 他 15 82

営 業 外 費 用

支 払 利 息 8

操 業 停 止 関 連 費 用 291

そ の 他 25 325

経 常 損 失 （△） △1,248

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 76

投 資 有 価 証 券 売 却 益 221 298

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 0

固 定 資 産 除 却 損 4

減 損 損 失 2,502

転 貸 損 失 引 当 金 繰 入 額 77

投 資 有 価 証 券 評 価 損 28 2,613

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 （△） △3,563

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 23

法 人 税 等 調 整 額 24 47

当 期 純 損 失 （△） △3,611

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △3,611

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2023年１月１日から
2023年12月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 1,201 1,642 5,239 △348 7,734

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 1,066 1,066 2,132

親会社株主に帰属する当期純損失 △3,611 △3,611

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 △18 48 29

株主資本以外の項目の当
連結会計年度変動額(純額)

―

当連結会計年度変動額合計 1,066 1,047 △3,611 48 △1,449

当連結会計年度末残高 2,267 2,689 1,628 △300 6,284

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 ― 309 309 ― 8,044

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 2,132

親会社株主に帰属する当期純損失 △3,611

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 29

株主資本以外の項目の当
連結会計年度変動額(純額)

91 53 145 0 145

当連結会計年度変動額合計 91 53 145 0 △1,304

当連結会計年度末残高 91 363 454 0 6,739

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ６社

・主要な連結子会社の名称 大幸ＴＥＣ株式会社

大幸薬品インターナショナル株式会社

大幸薬品（亞洲太平洋）有限公司

大幸環保科技（上海）有限公司

台湾大幸薬品股份有限公司

大幸薬品（深圳）有限公司

大幸薬品インターナショナル株式会社は、2023年３月31日開催

の同社の株主総会において清算することを決議し、現在清算手

続き中であります。

② 非連結子会社の状況

・非連結子会社の数 ２社

・主要な非連結子会社の名称 正露丸（國際）有限公司

TORISHI,S.A.de C.V.

・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、

連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(2）持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法適用の非連結子会社及び関連会社数

該当事項はありません。

② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・主要な会社等の名称 正露丸（國際）有限公司

TORISHI,S.A.de C.V.

・持分法を適用しない理由 持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、且つ

全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外してお

ります。

(3）連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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(4）会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）を採用しております。

ロ．その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

ハ．棚卸資産 主として、総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しておりま

す。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物及び構築物 ３年～50年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。

・その他の無形固定資産 定額法によっております。

ハ．リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び一部の連結子

会社は、一般債権については合理的に見積った貸倒率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 当社及び一部の連結子会社は、使用人に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しており

ます。

ハ. 転貸損失引当金 転貸借契約の残存期間に発生する損失に備えるため、支払義務

のある賃料等総額から転貸による見込賃料収入総額を控除した

金額を計上しております。
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④ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

退職給付に係る会計処理の方法 退職給付に係る負債は、使用人の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務に基づき計上しておりま

す。

なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異については、発生時

に全額費用処理しております。

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年

度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準

によっております。

(5）収益及び費用の計上基準

当社グループは、医薬品事業及び感染管理事業における商品及び製品の販売を行っております。これらの

商品及び製品の国内販売については、原則として商品及び製品を引き渡す一時点において支配が顧客に移転

して履行義務が充足されると判断していることから、当該時点において収益を認識しております。なお、出

荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、収益認識に関する

会計基準の適用指針第98項を適用して、出荷時に収益を認識しております。輸出販売については、主にイン

コタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。

２．表示方法の変更に関する注記

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において、固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「資産除去債務」は、金額

的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「資産除去債務」は133百万円であります。

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、区分掲記して表示しておりました営業外収益の「受取賃貸料」(当連結会計年度

は、０百万円)及び「受取保険金」５百万円は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、営

業外収益の「その他」に含めて表示しております。

前連結会計年度において、区分掲記して表示しておりました営業外費用の「賃貸費用」(当連結会計年度

は、１百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、営業外費用の「その他」に含め

て表示しております。
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３．会計上の見積りに関する注記

当社グループの連結計算書類の作成にあたり、会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に

基づいて合理的な金額を算出しております。当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積り

によるもののうち、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下の通りであ

ります。

(1)棚卸資産の評価

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

商品及び製品 421百万円（うち、感染管理事業103百万円）

②会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

棚卸資産は取得原価と連結会計年度末における正味売却価額のいずれか低い方の金額で評価されますが、

この評価に加えて、営業循環過程から外れた滞留在庫については、収益性の低下の事実を反映するように、

帳簿価額を切り下げる方法を採用しております。当社は、一定の回転期間を超える棚卸資産について、減

耗、変質のおそれがあるとして棚卸資産管理規程で設定された出荷期限や個別に将来の販売可能性を考慮

し、販売が困難と判断した場合には、帳簿価額の切下げ対象となる滞留在庫を識別し、処分見込価額まで帳

簿価額を切り下げる方法を採用しております。当社の棚卸資産について、需要予測に基づいた生産計画等に

基づき在庫管理を行っていますが、市場環境の変化や需要予測の相違により、販売実績が当初の予測を大き

く下回る結果となる場合もあるため、営業循環過程から外れた滞留在庫の識別とそれに基づく棚卸資産の評

価に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(2)固定資産の減損

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 3,581百万円

無形固定資産 1百万円

減損損失 2,502百万円

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

（資産のグルーピング）

当社は、固定資産の減損の把握にあたって、主として事業セグメントを基礎とした資産のグルーピングを

行っております。また、本社等、特定の事業セグメントとの関連が明確でない資産については共用資産と

し、遊休資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っております。

（減損の兆候の識別、認識要否の判定及び測定）

各資産又は資産グループについて減損の兆候があると認められる場合には、それらから得られる割引前将

来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回った場合に減損損失の認識が必要になります。減損損失の認

識が必要と判定した場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しており

ます。

当連結会計年度において、当社グループは、共用資産を含む、より大きな単位において営業活動から生じ

る損益が継続してマイナスとなっていることから、共用資産に減損の兆候があると判定しております。減損

損失の認識の判定にあたって、割引前将来キャッシュ・フローを見積った結果、その総額が共用資産を含む

固定資産の帳簿価額総額を下回ったことから、減損損失を認識しております。
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割引前将来キャッシュ・フローは、中期的な業績計画を基礎として見積っており、足元の需要及び販売状

況に基づく販売数量を基礎とした計画売上高及び計画売上高が継続する予測を主要な仮定としております。

また、土地及び建物については、不動産鑑定士による鑑定評価額に基づき正味売却価額を見積っておりま

す。

当連結会計年度において減損損失を計上しておりますが、業績計画の前提となった仮定に変更が生じた場

合又は鑑定評価の前提となった対象物件周辺の不動産市況悪化等が発生した場合、翌連結会計年度以降の連

結計算書類において追加の減損損失が発生する可能性があります。

４．連結貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 6,796百万円

(2）連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日及び振込実施日をもって決済処理してお

ります。なお、当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が

当連結会計年度末残高に含まれております。

受取手形及び売掛金 59百万円

支払手形及び買掛金 51百万円

(3）当座貸越契約及びコミットメントライン契約

当社は、運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保す

るため、取引銀行１行と当座貸越契約及び取引銀行４行とシンジケーション方式コミットメントライン契約

を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度における当座貸越契約及びコミットメントライ

ン契約に係る借入実行残高等は次の通りであります。

当座貸越極度額 500百万円

シンジケーション方式

コミットメントライン契約

3,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 3,500百万円

なお、シンジケーション方式コミットメントライン契約には、増担保物件に対する処分等制限条項及び増

担保条項が付されております。増担保条項においては、当社グループの連結決算数値等に関連する財務維持

要件に抵触したため、当社の一部の土地及び建物に根抵当権が設定されております。

（4）担保に供している資産

建物及び構築物 861百万円

土地 852百万円

合計 1,714百万円
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５．連結損益計算書に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧

客との契約から生じる収益の金額は、「８．収益認識に関する注記 (1) 顧客との契約から生じる収益を分解

した情報」に記載しております。

(2）通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額

売上原価 404百万円

(3）減損損失

当社グループは、当連結会計年度において以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途 場所 種類 減損損失（百万円）

（大幸薬品株式会社）
共 用 資 産

本 社

建物及び構築物 65

リース資産 6

その他 17

無形固定資産 119

吹 田 工 場

建物及び構築物 195

機械装置及び運搬具 0

リース資産 0

その他 61

無形固定資産 7

京都工場・研究開発センター

建物及び構築物 612

機械装置及び運搬具 1

土地 49

リース資産 3

その他 96

無形固定資産 2

東 京 オ フ ィ ス

建物及び構築物 8

リース資産 1

その他 17

無形固定資産 5

そ の 他

リース資産 0

その他 1

無形固定資産 6
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用途 場所 種類 減損損失（百万円）

（大幸薬品株式会社）
医 薬 品 事 業 用 資 産

吹 田 工 場

建物及び構築物 56

機械装置及び運搬具 12

その他 2

京都工場・研究開発センター

建物及び構築物 114

機械装置及び運搬具 901

建設仮勘定 3

その他 18

小 国 工 場

建物及び構築物 2

機械装置及び運搬具 15

その他 1

そ の 他 機械装置及び運搬具 1

（大幸薬品株式会社）
感 染 管 理 事 業 用 資 産

京都工場・研究開発センター
建物及び構築物 1

建設仮勘定 16

茨 木 工 場
建物及び構築物 61

その他 10

（資産のグルーピングの方法）
当社は、固定資産の減損の把握にあたって、主として事業セグメントを基礎とした資産のグルーピングを

行っております。また、本社等、特定の事業セグメントとの関連が明確でない資産については共用資産と
し、遊休資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っております。なお、連結子会社は原則として
会社単位を基礎として資産のグルーピングを行っております。

（減損損失に至った経緯）
本社等の共用資産については、共用資産を含む、より大きな単位において、継続的に営業損失を計上して

いることから将来の回収可能性を検討した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損
失として特別損失に計上しております。また、共用資産を含む、より大きな単位の減損損失については、共
用資産の帳簿価額と回収可能価額の差額を上回るため、他の資産グループに振り分けて処理をしておりま
す。なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを11.85%で割り引いて算
定しております。
感染管理事業用資産については、感染管理事業において、継続的に営業損失を計上しており、足元の秋冬

の市場需要が引き続き低水準で推移したことから販売予測を再検討し、将来の回収可能性を慎重に検討した
結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。な
お、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地及び建物の正味売却価額は不動産鑑定士による
鑑定評価額に基づき、その他の資産については正味売却価額を零として評価しております。
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６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1）発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 44,136,900株 6,300,000株 ―株 50,436,900株

(2）自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 561,114株 3,494株 77,484株 487,124株

(注)１.自己株式の数の増加は、譲渡制限付株式の無償取得による増加分3,493株及び単元未満株式の買取りに

よる増加１株であります。

２.自己株式の数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。

(3）剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

無配のため、記載すべき事項はありません。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

無配のため、記載すべき事項はありません。

(4）当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

2023年３月１日
取締役会決議分

目的となる株式の種類 普通株式

目的となる株式の数 6,500,000株

新株予約権の残高 2,000個

７．金融商品に関する注記

(1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画等に基づき、資金調達については、借入金による方法で調達しておりま

す。また、資金調達の機動的かつ安定的な運転資金を確保として、取引銀行１行と当座貸越契約及び取引

銀行４行とシンジケーション方式コミットメントライン契約を締結しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されており、一部の外貨建ての営業債

権は為替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券は、主としてその他有価証券であり、その他有価証券は、業務上の関係を有する企業の株

式であり、上場株式及び非上場株式のため業績の変動リスクに晒されております。
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営業債務である支払手形及び買掛金は、主に短期の債務であり、一部の外貨建ての営業債務は為替の変

動リスクに晒されております。また、借入金の使途は運転資金であり、返済日は決算日後最長で３年であ

ります。シンジケーション方式コミットメントライン契約については、2024年１月31日付で契約の一部を

変更致しました。変更後の契約において、当社グループの連結決算数値等に関連する財務制限条項に抵触

した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権につきましては、与信管理規程に基づき、営業部門が各取引先の状況をモニタリングし、管

理部門が各取引先の期日別債権別残高を管理することにより、営業債権を確実に回収するとともに、回

収懸念の早期把握や回収不能リスクの軽減を図っております。

満期保有目的の債券につきましては、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅

少であります。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

外貨建ての営業債権債務につきましては、為替変動リスクを軽減するために回収期間の短縮化を図る

とともに、必要に応じて先物為替予約を利用したヘッジを可能とする体制を構築しております。

有価証券及び投資有価証券につきましては、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しておりま

す。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、資金繰り計画に基づき、適時、計画と実績との対比を行いつつ、機動的かつ安定的

な運転資金の確保として、当座貸越契約及びシンジケーション方式コミットメントライン契約を締結

し、流動性リスクの管理を実施しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。

(2）金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

連結貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

(1）投資有価証券 232 232 ―

(2）長期借入金(１年内返済
予定の長期借入金を含む)

3,206 3,188 △17

(注）１．「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額
に近似するものであることから、記載を省略しております。「受取手形及び売掛金」「支払手形及び
買掛金」「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであること
から、記載を省略しております。
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２．市場価格のない株式等は、「(1）投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借
対照表計上額は以下の通りであります。

（単位：百万円）

区分 2023年12月31日

非上場株式 4

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 5,484 ― ― ―

受取手形及び売掛金 1,985 ― ― ―

合計 7,470 ― ― ―

４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

長期借入金 1,206 1,999 ― ―

合計 1,206 1,999 ― ―

５．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。
レベル１の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した

時価

レベル２の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の

時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 232 ― ― 232

資産計 232 ― ― 232

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金
（１年内返済予定の長
期借入金を含む）

― 3,188 ― 3,188

負債計 ― 3,188 ― 3,188

(注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている
ため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む)
これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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８．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位：百万円)

報告セグメント
合計

医薬品事業 感染管理事業 その他事業 計

日本 3,336 845 5 4,186 4,186

中国・香港 1,565 52 ― 1,617 1,617

台湾 201 32 ― 234 234

その他 81 ― ― 81 81

顧客との契約から生じる収益 5,185 929 5 6,120 6,120

その他の収益 ― ― ― ― ―

外部顧客への売上高 5,185 929 5 6,120 6,120

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関

する注記等（5）収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

９．資産除去債務に関する注記
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要

工場及びオフィス等の賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から１年～３年と見積り、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算して

おります。

(3)当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 133百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 4百万円

見積りの変更及び簡便的な取扱いから

原則的な取扱いへの変更による増加額

96百万円

資産除去債務の履行による減少額 △9百万円

その他増減額（△は減少） △0百万円

期末残高 223百万円
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(4)当該資産除去債務の金額の見積りの変更
当連結会計年度において、直近の工事実績等の新たな情報の入手に伴い、工場及びオフィス等の退去時に

必要とされる原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更に伴い、一部の物件につ
いて、原状回復費用の見積り額が、建物等の賃貸借契約に関連する敷金及び保証金の額を上回ることとな
り、従来の簡便的な取扱いによる処理が認められなくなったため、当該物件については、当連結会計年度末
より原則的な取扱いによる処理に変更しております。

この見積りの変更及び簡便的な取扱いから原則的な取扱いへの処理変更により、当連結会計年度の連結貸
借対照表において、「流動負債」の「資産除去債務」は80百万円、「固定負債」の「資産除去債務」は15百万
円増加しております。

また、この見積りの変更に伴い有形固定資産に対して減損損失を計上したため、当連結会計年度の連結損
益計算書において、「税金等調整前当期純利益」は96百万円減少しております。

10．１株当たり情報に関する注記

(1）１株当たり純資産額 134円93銭

(2）１株当たり当期純損失 76円25銭
(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式は存在するもの

の１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

11．重要な後発事象に関する注記

（コミットメントライン契約における財務制限条項の追加）

当社は、2024年１月26日開催の取締役会の決議に基づき、「４．連結貸借対照表に関する注記 (3)当座貸越

契約及びコミットメントライン契約」に記載しているコミットメントライン契約について、2024年１月31日付

で財務制限条項の追加等について取引金融機関と合意し、契約の一部を変更致しました。

変更後の契約において、下記の財務制限条項に抵触した場合には、本契約上の全ての債務について期限の利

益を喪失及び貸付義務の消滅の可能性があります。

財務制限条項

(1）取引金融機関に提出する各年度の決算期に係る業績計画（連結）に記載された、当該決算期を通じた経

常損益の計画値及び当期純損益の計画値（いずれも12ヵ月分の合計金額）を、いずれも０円以上にそれ

ぞれ維持すること。

(2）決算期の末日以外の各四半期の末日に関して、それぞれ次に掲げる金額をいずれも０円以上に維持する

こと。

・当該四半期末日（決算期末日以外）の属する決算期の初日から当該四半期末日（決算期末日以外）まで

の期間の経常損益の実績金額と、取引金融機関に提出する当該四半期末日（決算期末日以外）の翌日から

当該決算期の末日までの期間の経常損益の計画値の合計金額

・当該四半期末日（決算期末日以外）の属する決算期の初日から当該四半期末日（決算期末日以外）まで

の期間の当期純損益の実績金額と、取引金融機関に提出する当該四半期末日（決算期末日以外）の翌日か

ら当該決算期の末日までの期間の当期純損益の計画値の合計金額
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貸 借 対 照 表
（2023年12月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 7,891 流 動 負 債 2,884
現 金 及 び 預 金 4,148 支 払 手 形 200
受 取 手 形 32 買 掛 金 172
売 掛 金 2,058 １年内返済予定の長期借入金 1,206
商 品 及 び 製 品 397 リ ー ス 債 務 8
仕 掛 品 388 未 払 金 744
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 566 未 払 費 用 80
前 払 費 用 84 未 払 法 人 税 等 28
そ の 他 213 返 金 負 債 72

固 定 資 産 4,357 賞 与 引 当 金 71
有 形 固 定 資 産 3,530 転 貸 損 失 引 当 金 48
建 物 1,003 資 産 除 去 債 務 203
構 築 物 2 そ の 他 46
機 械 及 び 装 置 825 固 定 負 債 3,344
土 地 1,675 長 期 借 入 金 1,999
建 設 仮 勘 定 2 リ ー ス 債 務 5
そ の 他 20 長 期 未 払 金 549

無 形 固 定 資 産 1 転 貸 損 失 引 当 金 28
ソ フ ト ウ エ ア 1 退 職 給 付 引 当 金 583

投 資 そ の 他 の 資 産 826 資 産 除 去 債 務 15
投 資 有 価 証 券 232 繰 延 税 金 負 債 162
関 係 会 社 株 式 269 負 債 合 計 6,229
長 期 前 払 費 用 204 純 資 産 の 部
貸 倒 引 当 金 △67 株 主 資 本 5,928
そ の 他 186 資 本 金 2,267

資 本 剰 余 金 2,689
資 本 準 備 金 2,178
そ の 他 資 本 剰 余 金 510

利 益 剰 余 金 1,272
利 益 準 備 金 15
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,256
固定資産圧縮積立金 135
別 途 積 立 金 7,860
繰 越 利 益 剰 余 金 △6,738

自 己 株 式 △300
評 価 ・ 換 算 差 額 等 91

その他有価証券評価差額金 91
新 株 予 約 権 0
純 資 産 合 計 6,020

資 産 合 計 12,249 負 債 純 資 産 合 計 12,249

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2023年１月１日から
2023年12月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 5,431

売 上 原 価 3,530

売 上 総 利 益 1,901

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,941

営 業 損 失 （△） △1,039

営 業 外 収 益

受 取 利 息 0

為 替 差 益 29

業 務 受 託 料 11

原 状 回 復 負 担 金 等 収 入 9

そ の 他 15 66

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7

操 業 停 止 関 連 費 用 291

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 34

そ の 他 25 358

経 常 損 失 （△） △1,331

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 76

投 資 有 価 証 券 売 却 益 221 298

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 0

固 定 資 産 除 却 損 4

減 損 損 失 2,502

転 貸 損 失 引 当 金 繰 入 額 77

関 係 会 社 株 式 評 価 損 72 2,657

税 引 前 当 期 純 損 失 （△） △3,689

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 8

法 人 税 等 調 整 額 25 34

当 期 純 損 失 （△） △3,724

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2023年１月１日から
2023年12月31日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

固 定 資 産
圧縮積立金

別途積立金

当事業年度期首残高 1,201 1,112 529 1,642 15 137 7,860

当事業年度変動額

新 株 の 発 行 1,066 1,066 1,066
固定資産圧縮
積立金の取崩

△2

当 期 純 損 失

自己株式の取得

自己株式の処分 △18 △18

株主資本以外の
項目の当事業年度
変動額(純額)

当事業年度変動額合計 1,066 1,066 △18 1,047 ― △2 ―

当事業年度末残高 2,267 2,178 510 2,689 15 135 7,860

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権純資産合計

利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当事業年度期首残高 △3,017 4,996 △348 7,491 ― ― ― 7,491

当事業年度変動額

新 株 の 発 行 2,132 2,132
固定資産圧縮
積立金の取崩

2 ― ― ―

当 期 純 損 失 △3,724 △3,724 △3,724 △3,724

自己株式の取得 △0 △0 △0

自己株式の処分 48 29 29

株主資本以外の
項目の当事業年度
変動額(純額)

― 91 91 0 91

当事業年度変動額合計 △3,721 △3,724 48 △1,562 91 91 0 △1,470

当事業年度末残高 △6,738 1,272 △300 5,928 91 91 0 6,020

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）を採用しております。

ロ. 子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

ハ. その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用

しております。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物 ７年～50年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

イ. 自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっており

ます。

ロ. その他の無形固定資産 定額法によっております。

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。

(3）引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については合理

的に見積った貸倒率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

② 賞与引当金 使用人に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当事業年

度負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金 使用人の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付

債務に基づき計上しております。

なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異については、発生時に

全額費用処理しております。

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末ま

での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって

おります。

④ 転貸損失引当金 転貸借契約の残存期間に発生する損失に備えるため、支払義務の

ある賃料等総額から転貸による見込賃料収入総額を控除した金額

を計上しております。
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(4）収益及び費用の計上基準

当社は、医薬品事業及び感染管理事業における商品及び製品の販売を行っております。これらの商品及び

製品の国内販売については、原則として商品及び製品を引き渡す一時点において支配が顧客に移転して履行

義務が充足されると判断していることから、当該時点において収益を認識しております。なお、出荷時から

当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、収益認識に関する会計基準

の適用指針第98項を適用して、出荷時に収益を認識しております。輸出販売については、主にインコターム

ズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。

２．表示方法の変更に関する注記

(貸借対照表)

前事業年度において、固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「資産除去債務」は、金額的重

要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。

なお、前事業年度の「資産除去債務」は133百万円であります。

(損益計算書)

前事業年度において、区分掲記して表示しておりました営業外収益の「有価証券利息」(当事業年度は、０

百万円)、「受取配当金」(当事業年度は、０百万円)、「受取賃貸料」(当事業年度は、０百万円)、及び「受取

保険金」(当事業年度は、５百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、営業外収益の

「その他」に含めて表示しております。

前事業年度において、区分掲記して表示しておりました営業外費用の「賃貸費用」(当事業年度は、１百万

円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、営業外費用の「その他」に含めて表示しており

ます。

３．会計上の見積りに関する注記

当社の計算書類の作成にあたり、会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な
金額を算出しております。当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業
年度の計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下の通りであります。

(1）棚卸資産の評価

①当事業年度の計算書類に計上した金額

商品及び製品 397百万円（うち、感染管理事業79百万円）

②会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

棚卸資産は取得原価と事業年度末における正味売却価額のいずれか低い方の金額で評価されますが、この
評価に加えて、営業循環過程から外れた滞留在庫については、収益性の低下の事実を反映するように、帳簿
価額を切り下げる方法を採用しております。当社は、一定の回転期間を超える棚卸資産について、減耗、変
質のおそれがあるとして棚卸資産管理規程で設定された出荷期限や個別に将来の販売可能性を考慮し、販売
が困難と判断した場合には、帳簿価額の切下げ対象となる滞留在庫を識別し、処分見込価額まで帳簿価額を
切り下げる方法を採用しております。当社の棚卸資産について、需要予測に基づいた生産計画等に基づき在
庫管理を行っていますが、市場環境の変化や需要予測の相違により、販売実績が当初の予測を大きく下回る
結果となる場合もあるため、営業循環過程から外れた滞留在庫の識別とそれに基づく棚卸資産の評価に重要
な影響を及ぼす可能性があります。
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(2)固定資産の減損

①当事業年度の計算書類に計上した金額

有形固定資産 3,530百万円

無形固定資産 1百万円

減損損失 2,502百万円

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

（資産のグルーピング）

当社は、固定資産の減損の把握にあたって、主として事業セグメントを基礎とした資産のグルーピングを

行っております。また、本社等、特定の事業セグメントとの関連が明確でない資産については共用資産と

し、遊休資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っております。

（減損の兆候の識別、認識要否の判定及び測定）

各資産又は資産グループについて減損の兆候があると認められる場合には、それらから得られる割引前将

来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回った場合に減損損失の認識が必要になります。減損損失の認

識が必要と判定した場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しており

ます。

当事業年度において、当社は、共用資産を含む、より大きな単位において営業活動から生じる損益が継続

してマイナスとなっていることから、共用資産に減損の兆候があると判定しております。減損損失の認識の

判定にあたって、割引前将来キャッシュ・フローを見積った結果、その総額が共用資産を含む固定資産の帳

簿価額総額を下回ったことから、減損損失を認識しております。

割引前将来キャッシュ・フローは、中期的な業績計画を基礎として見積っており、足元の需要及び販売状

況に基づく販売数量を基礎とした計画売上高及び計画売上高が継続する予測を主要な仮定としております。

また、土地及び建物については、不動産鑑定士による鑑定評価額に基づき正味売却価額を見積っておりま

す。

当事業年度において減損損失を計上しておりますが、業績計画の前提となった仮定に変更が生じた場合又

は鑑定評価の前提となった対象物件周辺の不動産市況悪化等が発生した場合、翌事業年度以降の連結計算書

類において追加の減損損失が発生する可能性があります。

４．貸借対照表に関する注記

(1）有形固定資産の減価償却累計額 6,711百万円

(2）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

① 短期金銭債権 270百万円

② 長期金銭債権 110百万円

③ 短期金銭債務 13百万円
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(3）事業年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日及び振込実施日をもって決済処理しておりま

す。なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形等が当事業年度末

残高に含まれております。

受取手形 0百万円

売掛金 59百万円

支払手形 51百万円

買掛金 ―百万円

(4）当座貸越契約及びコミットメントライン契約

当社は、運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保す

るため、取引銀行１行と当座貸越契約及び取引銀行４行とシンジケーション方式コミットメントライン契約

を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契

約に係る借入実行残高等は次の通りであります。

当座貸越極度額 500百万円

シンジケーション方式

コミットメントライン契約

3,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 3,500百万円

なお、シンジケーション方式コミットメントライン契約には、増担保物件に対する処分等制限条項及び増

担保条項が付されております。増担保条項においては、当社グループの連結決算数値等に関連する財務維持

要件に抵触したため、当社の一部の土地及び建物に根抵当権が設定されております。

（5）担保に供している資産

建物 861百万円

土地 852百万円

合計 1,714百万円

５．損益計算書に関する注記

(1）関係会社との取引高

営業取引による取引高

① 売上高 938百万円

② 仕入高 109百万円

③ その他 31百万円

営業取引以外の取引による取引高 13百万円

(2）売上原価に含まれる棚卸資産評価損

期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、棚卸資産評価損が売上原価に424百万円含

まれております。
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(3）減損損失

当社は、当事業年度において以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途 場所 種類 減損損失（百万円）

共 用 資 産

本 社

建物 65

リース資産 6

その他 17

ソフトウエア 119

吹 田 工 場

建物 186

構築物 9

機械及び装置 0

リース資産 0

その他 62

ソフトウエア 7

京都工場・研究開発センター

建物 594

構築物 17

機械及び装置 0

土地 49

リース資産 3

その他 97

ソフトウエア 2

その他（無形） 0

東 京 オ フ ィ ス

建物 8

リース資産 1

その他 17

その他（無形） 5

そ の 他

リース資産 0

その他 1

ソフトウエア 2

その他（無形） 4
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用途 場所 種類 減損損失（百万円）

医 薬 品 事 業 用 資 産

吹 田 工 場

建物 56

機械及び装置 12

その他 2

京都工場・研究開発センター

建物 114

機械及び装置 901

建設仮勘定 3

その他 18

小 国 工 場

構築物 2

機械及び装置 15

その他 2

そ の 他 機械及び装置 1

感 染 管 理 事 業 用 資 産

京都工場・研究開発センター
機械及び装置 1

建設仮勘定 16

茨 木 工 場
建物 61

その他 10

（資産のグルーピングの方法）
当社は、固定資産の減損の把握にあたって、主として事業セグメントを基礎とした資産のグルーピングを

行っております。また、本社等、特定の事業セグメントとの関連が明確でない資産については共用資産と
し、遊休資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っております。

（減損損失に至った経緯等）
本社等の共用資産については、共用資産を含む、より大きな単位において、継続的に営業損失を計上して

いることから将来の回収可能性を検討した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損
失として特別損失に計上しております。また、共用資産を含む、より大きな単位の減損損失については、共
用資産の帳簿価額と回収可能価額の差額を上回るため、他の資産グループに振り分けて処理をしておりま
す。なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを11.85%で割り引いて算
定しております。

感染管理事業用資産については、感染管理事業において、継続的に営業損失を計上しており、足元の秋冬
の市場需要が引き続き低水準で推移したことから販売予測を再検討し、将来の回収可能性を慎重に検討した
結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。な
お、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地及び建物の正味売却価額は不動産鑑定士による
鑑定評価額に基づき、その他の資産については正味売却価額を零として評価しております。
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６．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 561,114株 3,494株 77,484株 487,124株

(注)１．自己株式の数の増加は、譲渡制限付株式の無償取得による増加分3,493株及び単元未満株式の買取りに
よる増加１株であります。

２．自己株式の数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。

７．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 （百万円）
税務上の繰越欠損金 4,220
貸倒引当金 20
関係会社株式評価損 143
返金負債 21
棚卸資産評価損 183
減損損失 1,009
株式報酬費用 84
資産除去債務 74
退職給付引当金 180
長期未払金 170
転貸損失引当金 24
その他 53

繰延税金資産小計 6,185
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △4,220
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額(注) △1,965
繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △61
有価証券評価替 △40
固定資産圧縮積立金 △60

繰延税金負債合計 △162
繰延税金負債の純額 △162

（注）前事業年度末と比較して評価性引当額が398百万円増加しております。この増加の主な理由は、減損損失

が増加したことによるものであります。
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８．リースにより使用する固定資産に関する注記

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 121百万円

１年超 283百万円

合計 405百万円

９．関連当事者との取引に関する注記

(1）子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
（百万円）

科 目
期末残高
（百万円）

子会社
大幸薬品（亞洲太平
洋）有限公司

（所有）
直接 100.00％

当社製品及び商品を販売
製品及び商品の販
売

928 売掛金 218

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 製品の販売については、市場価格を勘案して合理的に決定しております。

10. 収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

連結注記表「８．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので、記載を省略しておりま

す。

11．１株当たり情報に関する注記

(1）１株当たり純資産額 120円52銭

(2）１株当たり当期純損失 78円63銭

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式は存在するものの
１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

12．重要な後発事象に関する注記

(コミットメントライン契約における財務制限条項の追加）

連結注記表「11.重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので、記載を省略してお

ります。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2024年２月14日
大幸薬品株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 溝 静 太

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 塚 本 健

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、大幸薬品株式会社の2023年１月１日から2023年12

月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、大幸薬品株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2024年２月14日
大幸薬品株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 溝 静 太

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 塚 本 健

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、大幸薬品株式会社の2023年１月１日から

2023年12月31日までの第78期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
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監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年1月1日から2023年12月31日までの第78期事業年度における取締
役の職務の執行を監査致しました。その方法及び結果について以下のとおり報告致します。

１. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、監査計画書を策定し、監査の方針、監査業務の分担等を定め、会社法

第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び内部監査室等
からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意
見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。なお、財務報告に係る内部統
制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査
の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(1) 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連
携の上、重要な会議への出席及び各代表取締役との面談を通して、取締役及び使用人等
からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁
書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査致しまし
た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換
を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

(2) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確
保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、有限責任 あずさ監査法
人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討致しました。
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２．監査の結果
(1）事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人「有限責任 あずさ監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人「有限責任 あずさ監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

2024年２月20日

大幸薬品株式会社 監査等委員会

監 査 等 委 員 橋 本 昌 司 ㊞

監 査 等 委 員 二 木 芳 人 ㊞

監 査 等 委 員 宮 田 俊 男 ㊞

（注）監査等委員橋本昌司、二木芳人及び宮田俊男は、会社法第２条第15号及び第331条第
６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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会場：大阪市西区西本町一丁目４番１号
オリックス本町ビル
３階「大会議室」

交通のご案内 ●大阪メトロ／御堂筋線・中央線・四つ橋線「本町駅」（19、20番出口）直結

＊ご来場にあたりましては、当社として専用の駐車場はご用意しておりませんので、
公共交通機関のご利用をお願い申しあげます。
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